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令和５年度労働保険年度更新の手続期間は、６月１日（木） 
から７月１０日（月）までです 

～令和４年度確定保険料の算定方法は昨年と異なります～  

 
 労働保険（※１）年度更新（以下「年度更新」という。）とは、４月１日から翌年３月 31日

までの１年間（保険年度）を単位として、毎年、前年度の確定保険料の精算と当年度の概

算保険料の申告及び納付を行う手続をいいます。 

今年度の年度更新の手続期間は、６月１日(木)から７月 10 日(月)までです。年度更新

に必要な申告書などの書類は、各事業主あてに６月１日までに到着するよう、厚生労働省

から発送されます（別添１参照）。（※３） 

今年度の主な留意点は、令和４年度確定保険料の算定方法が昨年と異なり、前期（令和

４年４月１日から同年９月３０日）と後期（令和４年１０月１日から令和５年３月３１

日）に分けて算出することになります（別添２参照）。 

年度更新の手続は、石川労働局労働保険徴収室、各労働基準監督署の窓口及び集合受付

会場（別添３参照）等で行えますが、申告書の提出は「電子申請」又は「郵送」の利用を

勧めています。電子申請にあたっては「ＧビズＩＤ」（※２）を利用することで、電子証明書

が不要となり利用し易くなっています（別添４参照）。 

また、労働保険料の納付（支払）については「電子納付」又は「口座振替納付」の利用

を勧めています。 

 

※１「労働保険」とは、労働者災害補償保険（労災保険）と雇用保険の総称です。 

※２「ＧビズＩＤ」とは、法人･個人事業主向け共通認証システムのアカウントで、一つのＩＤ･パスワード

により、複数の行政サービスを利用できます。 

※３ 手続の詳細は、下の二次元コードを読み取り、インターネットにより厚生労働省ホームページの掲載

内容をご覧ください。「労働保険年度更新に係るお知らせ 厚生労働省」と 

検索することでもご欄いただけます。 

Press Release 

【照会先】 
石川労働局 総務部 
労働保険徴収室 
室  長  池田 孝之 
室長補佐  松永 房明 
電  話  076(265)4422 

石 川 労 働 局 発 表  
令和５年５月 30 日（火） 
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令和５年度年度更新の手続を行う事業主の皆様へ

厚生労働省

詳しくは、同封の「申告書の書き方」パンフレット及び
厚生労働省ホームページをご覧ください。

「年度更新」と検索、又は右のＱＲコードからアクセスできます。

ステップ１

令和４年度確定保険料は、保険料算定基礎額と保険料
額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期（令和４年
月 日～同年 月 日）と後期（令和４年 月１日～令
和５年３月 日）に分けて算出します。
※ これに伴い、年度更新申告書と確定保険料一般拠出金算
定基礎賃金集計表の様式を変更しています。（裏面参照）

令和４年度確定保険料は、次の手順で算定してください。

ステップ２

ステップ３

●「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入
し、前期・後期別に集計します。

●「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設け
た「令和４年度確定保険料算定内訳」欄を使用し、保険料算定基礎
額と保険料額を前期・後期別に算出します。

● ステップ２で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新
申告書の下段に新規に設けた「㉜期間別確定保険料算定内訳」欄及
び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記します。

継続事業用

11matsunagaf
フリーテキスト
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※概算・確定保険料・一般拠出金申告書（事業主控）と一緒に保管してください。

�
記
入
上
の
注
意

�

人

常時使用労
働者数
（労災保険対
象者数）

雇用保険被
保険者数

円

円

円

申告書㉜欄（ニ） へ転記

申告書⑩欄(ホ）へ転記

(11)の合計人数 申告書⑤ 欄へ転記（備考）
役員で労働
者扱いの人
の詳細

氏　名 役　職 雇用保険の資格
(9)の合計人数

《　令和４年度　確定保険料算定内訳　》

有　・　無
・船きょ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物取扱の事業においては、常時使用労働者数は令和4年度中の1日平均使用
 労働者数を記入してください。（令和4年度に使用した延労働者数/令和4年度における所定労働日数）

合　　　計　

申告書㉜欄(イ)+（ロ）と⑧欄(ロ)へ転記 申告書⑩欄(ロ）へ転記 申告書㉜欄(ヘ)+（ト）と⑧欄(ホ)へ転記
円

労災保険分 算定期間 令和　　4　　年　　4　　月　　1　　日　　から　　令和　　5　　年　　3　　月　　31　　日　　まで 雇用保険分 算定期間

(ﾍ)+(ﾄ)

③確定保険料額（その１） ①　保　険　料　算　定　基　礎　額

申告書㉜欄(ニ)+（ホ）へ転記

(ﾆ)+(ﾎ) 一円未満端数切り捨てず

④ 確 定 保 険 料 額 （ そ の ２ ）
(ﾊ)

1000分の

千円

千円 申告書㉜欄（ト） へ転記 千円

(ｲ) (10-1)、千円未満端数切り捨て

(ﾛ) (10-2)、千円未満端数切り捨て
申告書㉜欄（ヘ） へ転記
(ﾄ) (12-2)、千円未満端数切り捨て

(ﾆ) (ｲ)×(ﾊ)、一円未満端数切り捨てず

(ﾎ) (ﾛ)×(ﾊ)、一円未満端数切り捨てず

千円 円
申告書㉜欄(ヌ)+（ル）へ転記

円
合　　　計

(ﾍ) (12-1)、千円未満端数切り捨て

(ﾙ) (ﾄ)×(ﾘ)、一円未満端数切り捨てず
申告書㉜欄（ヌ） へ転記

申告書㉜欄（ル） へ転記

円

円

(ﾁ) 1000分の

(ﾘ) 1000分の

(ﾇ) (ﾍ)×(ﾁ)、一円未満端数切り捨てず

有　・　無
有　・　無

・各月賃金締切日等の労働者数の合計（常時使用労働者数の場合は(９)、
 雇用保険被保険者数の場合は(１１)より転記）を記入し、12で除し、小数点
 以下を切り捨てた月平均人数を記入してください。切り捨てた結果、0人と
 なる場合は1人としてください。
・年度途中で保険関係が成立した事業については、保険関係成立以降の
 月数で除してください。

÷12＝ ÷12＝

申告書④欄 へ転記

合　　計

有　・　無 人

令和4年度
後 期 計

賞与 年 月

賞与 年 月

3 月

2 月

令和 5 年 1 月

12月

11月

10月

令和4年度
前 期 計

賞与 年 月

賞与 年 月

9 月

8 月

7 月

6 月

5 月

令和 4 年 4 月

月
(人) (円) (人) (円) (人) (円) (人) (円)(円) (人) (円) (人) (円) (人)

(1) 常用労働者 (2) 役員で労働者扱いの人 (3) 臨時労働者 (4) 合　計 ( (1)＋(2)＋(3) ) 被保険者

常用労働者のほか、 パート、アルバイト
で雇用保険の資格のある人を含めます。

実質的な役員報酬分を除きます。
(1)(2)以外の全ての労働者（パート、アル
バイトで雇用保険の資格のない人）を記
入してください。

　(5)
常用労働者、パート、アルバイトで雇用保
険の資格のある人（日雇労働被保険者に
支払った賃金を含む）

　(6)
役員で雇用保険の資格のある人（実質的
な役員報酬分を除きます）

(7) 合　計
（ (5)＋(6) ）

区分 労災保険および一般拠出金（対象者数及び賃金） 雇　用　保　険　（　対　象　者　数　及　び　賃　金　）

事 業 の 所 在 地 郵便番号 -
出

具体的な業務又は作業の内容
受 名

事 業 の 名 称 電話 -

令和４年度　確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表／令和４年度　確定保険料算定内訳
（算定期間　令和4年4月～令和5年3月） ※前期＝令和4年4月1日～同年9月30日　後期＝令和4年10月1日～令和5年3月31日

労働保険
番　　　号

都道府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 出向者の有無

名

-

(１)一元適用事業及び二元適用事業（労災保険分の申告を除く）の場合は、次の確定保険料算定内訳により保険料算定基礎額及び保険料額を算定し、当該額を申告書に転記してください。

確

定

保

険

料

算

定

内

訳

令和　　4　　年　　4　　月　　1　　日　　から　　令和　　5　　年　　3　　月　　31　　日　　まで
①　保　険　料　算　定　基　礎　額

(ｦ) (ﾆ)+(ﾎ)の端数処理　注意参照 (ﾇ)+(ﾙ) 一円未満端数切り捨てず (ﾜ) (ﾇ)+(ﾙ)の端数処理　注意参照(ｲ)+(ﾛ)

申告書㉜欄（イ） へ転記

申告書㉜欄（ロ） へ転記 申告書㉜欄（ホ） へ転記

千円

② 保 険 料 率 ② 保 険 料 率

千円

④ 確 定 保 険 料 額 （ そ の ２ ）

前期分
(令和4年4月1日～
令和4年9月30日)

後期分
(令和4年10月1日～
令和5年3月31日)

前期分
（令和4年4月1日～
令和4年9月30日）

後期分
（令和4年10月1日～
令和５年３月31日）

③確定保険料額（その１）

④欄　【労災保険分】③欄の(ﾆ)+(ﾎ)に一円未満の端数が生じる場合は、※の場合を除いて端数を切り捨てた額を(ｦ)に記入してください。
　　　　　※①欄の(ｲ)と(ﾍ)の額、(ﾛ)と(ﾄ)の額がそれぞれ同額であり、かつ、③欄の(ﾆ)+(ﾎ)と(ﾇ)+(ﾙ)の各々の小数点以下を足した結果、
　　　　　　一円以上となる場合にのみ、その端数を切り上げた額を(ｦ)に記入してください。
　　　　【雇用保険分】③欄の(ﾇ)+(ﾙ)に一円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額を(ﾜ)に記入してください。

（２）二元適用事業が労災保険分を申告する場合は、算定基礎額は次表により算定し、申告書に転記してください。

（３）一元適用事業及び二元適用事業が一般拠出金を申告する場合は、算定基礎額は次表により算定し、申告書に転
記してください。

労災保険分の算定基礎額
(二元適用事業のみ記入)

(10)の合計額の千円
未満を切り捨てた額 千円

申告書⑧欄（ロ） へ転記

一般拠出金の算定基礎額
(労災保険関係が成立している

全ての事業が記入)

(10)の合計額の千円
未満を切り捨てた額 千円

申告書⑧欄（へ） へ転記

①欄　適用期間（前期・後期）に該当する保険料算定基礎額を集計表から転記してください。
　　　　千円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨ててください。

②欄　【労災保険分】令和4年度労災保険率（またはメリット料率）を(ﾊ)に記入してください。
　　　　【雇用保険分】適用期間（前期・後期）に該当する雇用保険率を(ﾁ)、(ﾘ)に記入してください。

③欄　①欄の額に②欄の率を乗じた額を記入し、一円未満の端数が生じた場合であってもその端数は切り捨てないでください。

(9) (10) (11)

(10-1)

(10-2)

(12-1)

(12-2)

(12)
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◎年度更新申告書

◎確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表

新たに「令和４年度確定保険料算定内訳」欄を設け
ました。

前期・後期別の保険料額を算出し、申告書に転記し
てください。

「確定保険料算定内訳」欄には、確定保険料・一般拠出金算定
基礎賃金集計表の「令和４年度確定保険料算定内訳」で算出した
額を転記してください。

保険料・一般拠出金算定基礎額が労災保険分と雇用保険分で
同額である場合も、労働保険料欄だけでなく、労災保険分と雇用
保険分欄にも必ず記入してください。

新たに㉜「期間別確定保険料算定内訳」を設けました。

確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の令和４年度
確定保険料算定内訳で算出した額を転記してください。



金沢労働基準監督署管内

6月15日 木 白山商工会議所 白山市西新町159-2

6月16日 金 白山商工会議所 白山市西新町159-2

6月20日 火 鶴来総合文化会館　クレイン 白山市七原町77

6月21日 水 津幡町文化会館　シグナス 河北郡津幡町北中条3-1

7 月 5 日 水

7 月 6 日 木

7 月 7 日 金

7月10日 月

小松労働基準監督署管内

6月13日 火 加賀地方合同庁舎　２階　会議室 加賀市大聖寺菅生イ78-3

6月21日 水 能美市辰口福祉会館　305会議室 能美市辰口町ヌ10

6月22日 木 加賀地方合同庁舎　２階　会議室 加賀市大聖寺菅生イ78-3

6月26日 月

6月30日 金

7 月 6 日 木 加賀地方合同庁舎　２階　会議室 加賀市大聖寺菅生イ78-3

7 月 7 日 金 小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

七尾労働基準監督署管内

6月13日 火 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

6月14日 水 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 七尾市小島町西部2

6月23日 金 ハローワーク羽咋　2階会議室 羽咋市南中央町キ105-6

6月29日 木 ハローワーク羽咋　2階会議室 羽咋市南中央町キ105-6

7 月 5 日 水 七尾労働基準監督署　２階　共用会議室 　　七尾市小島町西部2

穴水労働基準監督署管内

6 月 8 日 木 10：00～15：00 輪島地方合同庁舎　４階　共用会議室 輪島市鳳至町畠田99-3

10：30～12：00 ハローワーク能登　２階会議室 鳳珠郡能登町字宇出津新港3-2-2

14：00～15：30 輪島市役所　町野支所　１階会議室 輪島市町野町粟蔵川原田22

6月15日 木 10：30～12：00 輪島市立　門前公民館　１０２ 輪島市門前町走出6-92-2

6月22日 木 10：00～15：00 輪島地方合同庁舎　４階　共用会議室 輪島市鳳至町畠田99-3

日          時 場　　　　　　　　所

日          時 場　　　　　　　　所

金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎　６階 第１会議室10：00～16：00

10：00～15：30

場　　　　　　　　所日          時

10：00～15：00

☆事務組合に係る申告書の提出は、別途指定する集合受付会場をご利用いただくか、石川労働局労働保険徴収室の窓口へ提出して下さい。

小松日の出合同庁舎　６階　共用会議室 小松市日の出町1-120

10：00～15：00

6月14日 水

日          時 場　　　　　　　　所

令和５年度 労働保険年度更新申告書 集合受付日程

11matsunagaf
フリーテキスト
別添３



11matsunagaf
フリーテキスト
別添４




